
令 和 ４ 年
11月22日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
健
康
増
進
課
）
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精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
二

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
薬
務
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関
す

る
告
示
の
一
部
改
正
（
物
品
管
理
課
）
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○
公
告

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）
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規

則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
二
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
山
口

県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
の
前
年
分
の
所
得
税
額
（
前
年
分
の
所
得
税
額
が
確
定
し
て
い
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
分
の
所
得
税
額
」
を
「
に
つ
い
て
の
当
該
入
院
患
者
が
入
院
し
た
日
の
属
す

る
年
度
（
入
院
し
た
日
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特

別
区
民
税
を
含
む
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二

十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
額
（
以
下
単
に
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
い
う
。
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「

」
を

所
得

税
額

の
合

計
額

市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額

「

」
に
、

「
1,470,000円

」
を
「
564,000円

」
に
、
「
1,470,001円

」
を
「
564,001円

」
に
改
め
、
同
表
の

備
考
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
こ
の
表
に
お
け
る
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額
」
と
は
、
入
院
患
者
等
に
つ
い
て
当
該
入
院

患
者
が
入
院
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
）
分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。

別
表
の
備
考
中
⚔
を
⚕
と
し
、
⚓
を
⚔
と
し
、
⚒
を
⚓
と
し
、
⚑
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
22年

法
律
第
４
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
第
292条

第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
（
16歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
扶
養
親
族
」

と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
314条

の
２
第
１
項
第
11号

に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
19歳

未
満
の
者
に

限
る
。
以
下
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
額
（
扶
養
親
族
に
係
る

も
の
又
は
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
に
同
法
第
314条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。

⑵
入
院
患
者
等
が
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
19第

１
項
の
指
定

都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
入
院
患
者
等
を
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

別
記
第
二
号
様
式
の
添
付
書
類
⚓
中
「の

前
年
分
の
所
得
税
額
（
前
年
分
の
所
得
税
額
が
確
定
し
て

い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
分
の
所
得
税
額
）

」
を
「に

つ
い
て
の
当
該
入
院
患
者
が
入
院
し

た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日
が
⚔
月
か
ら
⚖
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）

分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
三
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
規
則
第
三
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

納
入
義
務
者
に
つ
い
て
の
当
該
措
置
入
院
者
等
が
入
院
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日

が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条

の
規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
額
（
以
下
単
に
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
い
う
。
）
を
証
す
る
書
類

別
表
中
「

」
を

所
得
税
額
の
合
計
額

市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額

「

」
に
、

「
1,470,000円

」
を
「
564,000円

」
に
、
「
1,470,001円

」
を
「
564,001円
」
に
改
め
、
同
表
の

備
考
⚑
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
こ
の
表
に
お
け
る
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額
」
と
は
、
納
入
義
務
者
に
つ
い
て
当
該
措
置

入
院
者
等
が
入
院
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
前
年
度
）
分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。

別
表
の
備
考
中
⚔
を
⚕
と
し
、
⚓
を
⚔
と
し
、
⚒
を
⚓
と
し
、
⚑
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
22年

法
律
第
４
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
第
292条

第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
（
16歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
扶
養
親
族
」

と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
314条

の
２
第
１
項
第
11号

に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
19歳

未
満
の
者
に

限
る
。
以
下
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
額
（
扶
養
親
族
に
係
る

も
の
又
は
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
に
同
法
第
314条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。

⑵
納
入
義
務
者
が
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
19第

１
項
の
指
定

都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
納
入
義
務
者
を
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

別
記
第
六
号
様
式
中

「

」
を

氏
名

配偶者以外の扶養義務者

「

」
に
、

氏
名
個
人
番
号

配偶者以外の扶養義務者

「

」
を

前
年
分
の

所
得
税
額

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
⚑
中
「の

前
年
分
の
所
得
税
額

」

市
町
村
民

税
の
所
得

割
の
額

を
「に

つ
い
て
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
」
欄
は
、
措
置
入
院
者
等
の
入
院
し
た
日
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に

属
す
る
場
合
に
は
、
前
年
度
分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
四
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

二

山 口 県 報 （定期） 第 357 号令和４年11月22日 火曜日



の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

納
入
義
務
者
に
つ
い
て
の
当
該
措
置
入
院
者
が
入
院
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日
が

四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含

む
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
つ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
額
（
以
下
単
に
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
い
う
。
）
を
証
す
る
書
類

別
表
中
「

」
を

所
得

税
額

の
合

計
額

市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額

「

」
に
、

「
1,470,000円

」
を
「
564,000円

」
に
、
「
1,470,001円

」
を
「
564,001円

」
に
改
め
、
同
表
の

備
考
⚑
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
こ
の
表
に
お
け
る
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
算
額
」
と
は
、
納
入
義
務
者
に
つ
い
て
当
該
措
置

入
院
者
が
入
院
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
入
院
し
た
日
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
前
年
度
）
分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。

別
表
の
備
考
中
⚔
を
⚕
と
し
、
⚓
を
⚔
と
し
、
⚒
を
⚓
と
し
、
⚑
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ

か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
22年

法
律
第
４
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
第
292条

第
１
項
第
８
号
に
掲
げ
る
扶
養
親
族
（
16歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
扶
養
親
族
」

と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
314条

の
２
第
１
項
第
11号

に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
19歳

未
満
の
者
に

限
る
。
以
下
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
定
め
る
額
（
扶
養
親
族
に
係
る

も
の
又
は
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
に
同
法
第
314条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。

⑵
納
入
義
務
者
が
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
19第

１
項
の
指
定

都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
納
入
義
務
者
を
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格
Ａ
列
⚔

」
を
「日

本
産

業
規
格
Ａ
列
⚔

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「

」
を

前
年
分
の

所
得
税
額

「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
⚑
を
次

市
町
村
民

税
の
所
得

割
の
額

の
よ
う
に
改
め
る
。

１
納
入
義
務
者
に
つ
い
て
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
証
す
る
書
類

別
記
第
六
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
「
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
」
欄
は
、
措
置
入
院
者
の
入
院
し
た
日
が
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
属
す
る

場
合
に
は
、
前
年
度
分
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
記
入
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格
Ａ
列
⚔

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列

⚔

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般

競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関

す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
表
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
項
中
「
大
気
環
境
監
視
シ
ス
テ
ム
」
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

パ
ソ
コ
ン

大
気
環
境
監
視
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

公

告

（
一
九
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
光
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
撮
影
（
デ
ジ
タ
ル
）
及
び
写
真
地
図
作
成
）

二
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二

作
業
の
地
域

光
市

三

作
業
の
期
間

令
和
四
年
七
月
四
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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